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配
国
凶東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
西
洋
法
思
想
の
受
容
と
進
化
論

一、

は
じ
め
に

東アジア文化と近代法(15)

(
l
)
 

東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
は
、
思
想
連
鎖
(
山
室
信
一
)

の
問
題
が
そ
の
文
化
的
特
徴
を
知
る
上
で
の
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と

は
、
今
日
し
ば
し
ば
採
り
上
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
研
究
会
で
も

(2) 

二
0
0
0
年
三
月
の
鈴
木
賢
氏
の
報
告
が
、
民
法
の
分
野
で
こ
う
し
た
視

角
か
ら
論
じ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
、
憲
法
学
の
視
点
か
ら
東
ア
ジ
ア
三

国
の
連
鎖
関
係
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
=
一
国
に
共
通
な
問
題
点
を
考

え
て
み
た
い
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
扱
う
の
は
法
典
編
纂
や
法
解
釈
の
問

園

分

血

子

題
で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
思
想
的
背
景
の
問
題
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
西
洋
法
受
容
の
始
ま
り
に
お
い
て
は
、
『
高
国
公

法
』
(
出

B
G
考
古
町
民

op
巴刊
2
2
z
a
E
R
E
S
E
-
E戸
市
町
巳
邑
刊

-BE

足
以
)
、
「
公
法
便
覧
』

(
=
g
a
o『

0
・
者
。
。
-
8ア

z
g
E
g
g
g
号開

∞
z
a『
O
『
宮
町
自
白

2
0
E
}
E
F
2
9そペ
R
r
-
∞
ま
)
、
『
公
法
会
通
』
(
』
中

z
gロ
四
国
内
釦
田
宮
司
∞

-
z
E
R
E
-
-
U
S
5
0己
刊

3
0
〈

gr240n宮
島
町
円

nz--5532

g
g円
相
口
釦
】
印
刷

Non吉田
Z
n
z
e『
加

2
8
5・
Z
R
a
g
m
g
-∞
宅
)
と
い
っ
た
漢
訳

の
国
際
法
教
科
書
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
社
会
的
に
も
い
わ
ゆ

る
ウ
エ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
翼
を
担
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
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キ:↓

る
。
こ
の
う
ち
、
『
公
法
会
通
』

の
著
者
で
あ
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

1t 

E
E町
田
内
白
回
目
出
『
切
戸
口
三
回
n
E
F
)

の
著
作
は
、
日
本
で
は
ド
イ
ツ
学
の
先
駆

者
、
加
藤
弘
之
が
と
百

2
5
=
g
g
E印『
R
Z
の
一
部
を
『
国
法
汎
論
』

と
し
て
翻
訳
し
て
お
り
、
憲
法
学
の
分
野
で
も
大
き
な
影
響
を
も
つ
よ
う

に
な
っ
た
。

加
藤
弘
之
に
お
い
て
始
ま
っ
た
ド
イ
ツ
学
の
流
れ
は
以
後
、
日
本
の
憲

法
学
の
な
か
で
は
主
流
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
の
流
れ

は
日
本
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
韓
国
に
お
い
て
憲
法
の
教
科

書
が
出
版
さ
れ
る
の
は
、
一
九
O
七
、
八
年
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期

に
相
次
い
で
出
版
さ
れ
た
四
つ
の
『
憲
法
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
著
書
の

(3) 

う
ち
、
現
存
す
る
三
つ
は
い
ず
れ
も
日
本
の
ド
イ
ツ
的
な
憲
法
論
に
依
つ

て
お
り
、
当
時
日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
憲
法
の
講
義
を
元
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
に
学
ん
だ
韓
国
人
留
学
生
を
通
じ

て
、
日
本
の
ド
イ
ツ
流
憲
法
学
は
韓
国
に
伝
播
し
た
の
だ
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
西
洋
の
憲
法
思
想
の
受
容
は
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
主
流

派
(
と
い
う
言
い
方
が
妥
当
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
東

京
大
学
系
の
)
憲
法
学
の
み
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
由
民
権
運

動
の
思
想
的
基
盤
も
ま
た
当
然
な
が
ら
西
洋
か
ら
採
り
入
れ
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
自
由
民
権
運
動
も
思
想
連
鎖
の
過
程
で
は
日
本
に
来
た
中
国

や
韓
国
か
ら
の
留
学
生
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
で
は
自
由
民
権
運
動
が

も圃園。

受
容
し
た
西
洋
の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ミ
ル

(
』
。
宮
山
富
由
同
A
F
-
-
-
一
)
、
ベ
ン
サ
ム
(
』
伺
5
5可
切
目
E
E
B
)
、
ル
ソ

l

(』

g
=
』白円』

zgmoz回田町田
E
)

、
ス
ペ
ン
サ

l
(
z
q
σ
m
ユ∞
-U28『
)
と
い
っ

た
名
前
が
か
れ
ら
の
書
い
た
も
の
の
な
か
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
で
特
に

注
目
す
べ
き
は
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
の
旗
手
、
板
垣
退

助
が
ス
ペ
ン
サ

l
の
著
書
を
「
民
権
の
教
科
書
」
と
述
べ
た
こ
と
は
有
名

(4) 

で
あ
る
が
、
今
で
こ
そ
あ
ま
り
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
れ
の
理
論
は
、

当
時
は
ミ
ル
、
ベ
ン
サ
ム
、
ル
ソ

l
以
上
に
し
ば
し
ば
、
天
賦
人
権
論
者

に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
ス
ペ
ン
サ
l
は
「
有
機

体
説
」
と
い
う
点
で
、
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
進
化

論
は
後
述
す
る
「
転
向
」
後
の
加
藤
弘
之
が
依
拠
し
た
理
論
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
中
国
に
目
を
向
け
て
も
、

北法54(6・174)2186

ハ
ッ
ク
ス
リ

(
Z
Oロ
ミ
叶
F
O
E
g

Z
E
H
ぽ
可
)
や
ス
ペ
ン
サ

l
は
厳
復
や
李
啓
超
ら
が
注
目
し
た
理
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
を
考
え
る
と
、
東
ア
ジ
ア
の
こ
の
時
代
の
国
家
思
想
、

人
権
思
想
に
は
進
化
論
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ヲ
令
。

(5) 

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
進
化
論
と
有
機
体
説
や
人
権
論
、
民
権
論
の

連
関
が
、
日
本
、
中
困
、
韓
国
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
っ
た
か
を
概
観

す
る
。



一一、
日
本
に
お
け
る
受
容

川
団
法
学
に
お
け
る
進
化
論
の
受
容

進
化
論
の
日
本
に
お
け
る
導
入
に
は
、
翻
訳
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
直

接
西
洋
人
が
日
本
に
や
っ
て
来
て
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
モ

l
ス
(
伺
号
、
自
・
己
∞
1
5
2
2
ζ
。
門
田
町
)
、
フ
エ
ノ
ロ
サ

(肘

B
2
p
g
n
-
E
G
Fロ
czcg)
と
い
っ
た
東
京
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た

東アジア文化と近代法(15)

外
国
人
教
授
が
こ
れ
に
当
た
る
。

モ
!
ス
は
動
物
学
者
で
あ
り
、
大
森
貝
塚
の
発
見
者
と
し
て
も
有
名
な

人
物
で
あ
る
が
、
生
物
学
的
進
化
論
の
み
な
ら
ず
、
広
く
社
会
に
お
け
る

進
化
の
問
題
を
も
論
じ
て
い
た
。
東
京
大
学
で
の
か
れ
の
講
義
を
口
述
筆

記
し
た
「
動
物
進
化
論
」
で
も
、
そ
の
末
尾
で
、
進
化
論
は
他
の
学
術
に

お
い
て
も
次
第
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
学
者
は
そ
れ
に
遅
れ
を
と

る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
、
「
天
下
ノ
碩
学
」
と
し
て
ダ

l
ウ
イ
ン

(
の
冨
ユ
2

0
民
主
ロ
)
、
ス
ペ
ン
サ

l
、

(開

B
M同
国

g
z
ユ
nz

ヘ
ッ
ケ
ル

(6) 

司
自
口
宮
}
)
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ら
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。

一
方
、
フ
エ
ノ
ロ
サ
は
モ

l
ス
の
推
薦
で
東
京
大
学
の
哲
学
教
授
と
な

(7) 

り
、
社
会
進
化
論
の
受
容
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
か
れ
は
哲
学
以

(8) 

外
に
理
財
学
や
政
治
学
、
論
理
学
な
ど
も
教
え
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
明

治
一
一
年
の
来
日
後
早
い
時
期
に
行
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
政
治

学
講
義
」
で
は
、
政
治
学
を
講
ず
る
に
は
ま
ず
「
人
性
ノ
何
タ
ル
、
及
ピ

人
類
ノ
需
要
ス
ル
所
及
ピ
目
的
ト
ス
ル
所
ヲ
充
分
ニ
究
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ

(9) 

ズ
」
と
し
、
そ
の
「
理
学
的
考
察
」
を
重
視
し
て
進
化
論
を
詳
し
く
説
明

し
て
い
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
学
生
と
し
て
は
有
賀
長
雄
や
市
島
謙
土
口
ら
が

い
る
ほ
か
、
日
本
の
進
化
論
者
と
し
て
著
名
な
外
山
正
一
は
文
学
部
の
同

僚
、
加
藤
弘
之
は
当
時
の
東
京
大
学
総
理
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
フ
ェ
ノ
ロ

サ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
国
法
学
、
国
家
学
に
関
わ
る
者
と

し
て
有
賀
長
雄
と
加
藤
弘
之
に
言
及
し
て
お
く
。

有
賀
長
雄
は
、
東
京
専
門
学
校
(
現
早
稲
田
大
学
)
の
教
授
と
し
て
「
国

法
学
」
を
講
じ
た
。
ま
た
元
老
院
、
枢
密
院
、
内
閣
の
秘
書
官
、
伊
藤
博

文
、
山
形
有
朋
、
大
山
巌
ら
の
秘
書
官
、
顧
問
、
中
華
民
国
政
府
憲
法
顧

(
川
山
)

問
な
ど
も
歴
任
し
て
お
り
、
国
法
学
、
国
家
学
の
分
野
の
み
な
ら
ず
外
交

史
や
教
育
学
、
文
学
に
ま
で
わ
た
る
広
い
業
績
を
残
し
て
い
る
。
か
れ
は

当
初
、
東
京
大
学
文
学
部
哲
学
科
に
学
び
、
フ
エ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
開
い

て
い
る
。
初
期
の
著
作
で
あ
る
進
化
論
三
部
作
、
「
社
会
進
化
論
』
、
「
宗

教
進
化
論
』
、
『
族
制
進
化
論
』
は
こ
の
講
義
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
ス
ペ
ン
サ

l
の
司
丘
四
5
1
2
0『
凶

E
n
s
-
c
哩
に
依
拠

し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
か
れ
は
私
費
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
て
国
法
学
の
分
野
に

転
じ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
学
ん
で
の
ち
、
国
家
学
や
国
法
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キヰ

学
の
著
書
を
世
に
送
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
日
本
の
明
治
憲
法
起
草

に
深
く
関
わ
っ
た
シ
ユ
タ
イ
ン
(
円
。
8
2
N
g
E
∞
百
三
の
講
義
を
聴
い
て

(
日
)

お
り
、
そ
の
著
『
国
家
学
』
で
も
「
ス
タ
イ
ン
憲
法
史
論
」
と
い
う
一
章

(ロ)

を
設
け
て
い
る
。
有
賀
の
著
作
の
な
か
で
も
う
一
人
、
多
く
引
用
さ
れ
て

い
る
学
者
が
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
で
あ
る
。
「
外
部
ノ
形
状
」
か
ら
見
た
国
家

(
日
)

の
説
明
に
つ
い
て
有
賀
は
主
と
し
て
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
の
論
に
拠
っ
て
お
り
、

社
会
と
国
家
の
区
別
に
関
し
て
も
ス
ペ
ン
サ
ー
で
は
区
別
が
不
明
確
だ
っ

(
は
)

た
と
し
て
や
は
り
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
、
シ
ユ
タ
イ
ン
を
引
用
し
て
い
る
。

『
国
家
学
」
に
現
わ
れ
た
国
家
観
は
ス
ペ
ン
サ

l
の
社
会
進
化
論
に
基
づ

(
日
)

い
た
征
服
説
の
上
に
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
、
シ
ユ
タ
イ
ン
の
理
論
を
結
合
さ
せ

た
形
に
な
っ
て
お
り
、
日
本
が
憲
法
制
定
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
ド
イ
ツ

資

国
法
学
と
進
化
論
の
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
融
合
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
社
会
学
的
な
考
察
を
特
徴
と
す
る
シ
ユ
タ
イ
ン
理
論
は
ス

ペ
ン
サ
!
と
ド
イ
ツ
国
法
学
の
接
着
剤
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
も

あ
っ
た
。

同
様
の
路
線
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
る
の
は
加
藤
弘
之
で
あ
る
。
加
藤

は
そ
の
劇
的
な
思
想
的
転
向
の
ゆ
え
に
日
本
の
進
化
論
者
と
し
て
は
も
っ

と
も
有
名
な
人
物
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
学
の
草
分
け
で
あ
っ

た
か
れ
は
、
初
期
に
依
拠
し
て
い
た
天
賦
人
権
論
を
棄
て
て
自
ら
の
著
書

を
絶
版
と
し
、
ダ
l
ウ
ィ
ン
、
ス
ペ
ン
サ

i
、
ヘ
ツ
ケ
ル
ら
の
進
化
論
に

基
づ
い
た
保
守
的
な
国
家
観
を
打
ち
出
し
た
。

か
れ
が
天
賦
人
権
論
を
棄
て
る
こ
と
を
宣
言
し
た
『
人
権
新
説
』
(
一

八
八
二
年
)
の
冒
頭
で
は
、
実
証
的
な
進
化
論
に
大
い
に
触
発
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
の
妄
想
主
義
的
な
学
聞
を
脱
却
す
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
た
旨
が
説

(
日
叩
)

明
さ
れ
、
天
賦
人
権
は
「
学
者
の
妄
想
」
で
あ
る
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。

天
賦
人
権
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
は
、
実
存
す
る
証
が
な
い
と
い
う
点
と
、

優
勝
劣
敗
の
進
化
法
則
に
従
え
ば
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
由
平
等
は
あ
り

え
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
点
で
は
ス
ペ
ン
サ

l
の
肯
定
す
る
自
由

(
げ
)

や
平
等
の
観
念
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
か
れ
の
進
化
論
は
ス
ペ

ン
サ
ー
よ
り
も
へ
ツ
ケ
ル
に
拠
っ
た
国
権
中
心
的
な
性
格
が
前
面
に
出
て

い
る
。
以
後
、
か
れ
は
進
化
論
に
基
づ
い
て
国
際
競
争
の
な
か
で
「
強
者

の
権
利
」
を
獲
得
す
べ
く
国
権
強
化
を
図
り
、
上
か
ら
の
改
革
を
進
め
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。

北法54(6・176)2188

加
藤
の
理
論
の
特
徴
は
漸
進
主
義
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
優
勝
劣
敗
が

急
進
的
な
力
に
よ
る
民
主
、
壬
義
の
構
築
を
も
容
認
す
る
恐
れ
を
考
慮
し
て

い
た
。
こ
の
た
め
、
人
知
が
進
ま
ず
、
道
徳
の
明
ら
か
で
は
な
い
状
態
で

(
国
)

は
優
勝
劣
敗
は
必
ず
し
も
正
義
に
適
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
優
勝
劣
敗

と
い
っ
て
も
「
良
正
な
る
」
も
の
と
「
邪
悪
な
る
」
も
の
が
あ
る
と
し
、

体
力
・
精
神
力
等
に
お
け
る
優
勝
劣
敗
が
必
ず
し
も
「
心
術
・
徳
義
」
の

(ω) 

問
題
で
あ
る
正
邪
善
悪
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。



加
藤
は
民
権
論
者
た
ち
が
過
激
に
走
ら
ず
、
「
永
く
皇
室
の
羽
翼
た
ら
ん

こ
と
」
、
漸
進
主
義
的
な
改
革
に
基
づ
い
て
立
憲
君
主
制
が
維
持
さ
れ
る

(
初
)

こ
と
を
望
ん
で
「
人
権
新
説
』
を
結
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
加
藤
の
理
論
の
保
守
的
な
性
格
に
は
転
向
以
前
か
ら
そ
の
素

地
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
村
雄
二
郎
氏
は
、
転
向
以
前

の
加
藤
の
理
論
が
「
ど
れ
だ
け
『
天
賦
人
権
説
』
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ

(
幻
)

ろ
う
か
」
と
述
べ
、
加
藤
の
関
心
は
初
期
の
「
西
洋
各
国
盛
衰
強
弱
一
覧

表
』
(
一
八
六
七
年
)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
専
ら
「
国
家
的
強
盛
の
制

(
刀
)

度
的
秘
密
」
の
解
明
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
か
れ
の
制
度
論
的
リ
ア
リ

ズ
ム
は
漸
進
主
義
と
し
て
「
転
向
」
前
後
の
思
想
を
貫
い
た
も
の
で
あ
っ

た。

東アジア文化と近代法(15)

加
藤
は
天
賦
人
権
論
を
捨
て
去
る
以
前
に
、
ス
イ
ス
の
国
法
学
者
プ
ル

ン
チ
ユ
リ
の
と
-
明
白
g
m
g
g
P
8
5
n
E
を
天
皇
の
侍
読
に
使
い
、
こ
れ
を

『
閣
法
汎
論
』
(
一
八
七
六
年
)
の
名
で
出
版
し
て
お
り
、
ブ
ル
ン
チ
ユ

リ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ

は
自
由
主
義
的
な
団
法
学
者
で
あ
っ
た
が
、
国
家
有
機
体
論
者
で
あ
り
、

漸
進
主
義
的
な
立
憲
主
義
者
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
有
機
体
論
は
プ
ル
ン

チ
ユ
リ
の
時
代
に
は
全
体
に
お
け
る
個
の
意
味
を
重
視
し
た
立
憲
主
義
的

な
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
〉
-
-
伺
伺
B
m
E
g
g
g
g
o
n
Z
の
な

か
で
加
藤
の
翻
訳
し
た
部
分
は
、
後
半
の
自
由
権
に
関
す
る
部
分
で
は
な

く
前
半
の
国
家
概
念
や
統
治
権
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
「
人
権
新
説
」

(
幻
}

に
お
い
て
も
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
は
好
意
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
国
家
を
独

自
の
生
命
体
と
見
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
理
論
は
、
ス
ペ
ン
サ
l
の
社
会
有

機
体
説
と
通
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
加
藤
の
理
論
は
有
機
体
思
想
を
媒

介
に
進
化
論
を
呼
び
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
進
歩
史
観
に
基
づ
い
た
上
か
ら

の
改
革
を
是
と
す
る
国
家
観
を
形
成
せ
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
社
会
進
化
論
と
ド
イ
ツ
国
家
有
機
体
説
を
接
合
し
た
保
守
的
国
家
観
は

憲
法
学
の
分
野
で
は
、
そ
の
後
、
天
皇
中
心
主
義
的
な
憲
法
学
者
と
し
て

名
高
い
穂
積
八
束
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

間
松
島
剛
訳
『
社
会
平
権
論
』
と
自
由
民
権
運
動

一
方
、
加
藤
が
棄
て
た
天
賦
人
権
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
社
会
進
化
論

は
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
ス
ペ
ン
サ
l
の
理
論
に
前
述
の
よ
う

に
「
民
権
の
教
科
書
」
と
言
わ
れ
る
ま
で
の
評
価
を
与
え
る
も
と
に
な
っ

た
の
が
ス
ペ
ン
サ
l
の
ま
口

E
虫
色
ロ
を
全
訳
し
た
松
島
剛
の
『
社
会
平

(μ) 

権
論
』
(
一
八
八
一

1

八
三
年
)
で
あ
る
。

「
社
会
平
権
論
』
の
な
か
で
描
か
れ
た
の
は
「
同
等
自
由
の
法
則
」
で

あ
り
、
こ
れ
が
ま
さ
に
民
権
論
者
た
ち
を
魅
了
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ス
ペ

ン
サ
l
の
理
論
の
特
徴
は
こ
の
法
則
を
「
道
義
感
情
」

(
H
5
0
E
お
ロ
田
町
)

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
「
社
会
ノ
真
理
」
に

北法54(6・177)2189 



中十

達
す
る
た
め
に
は
個
人
の
性
質
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
す
る
ス
ペ
ン
サ
l
は
、
社
会
が
存
立
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
構

成
員
に
「
共
和
ノ
賦
性
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
社
会
の
現
象
は
構
成
員

(
お
)

の
有
す
る
資
質
な
い
し
性
情
か
ら
発
生
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
方
に

従
っ
て
人
間
の
性
情
を
見
る
な
ら
ば
、
一
言
行
に
お
い
て
正
邪
の
境
界
を
与

え
る
も
の
と
し
て
「
互
相
ノ
交
際
ヲ
支
配
シ
、
其
正
邪
ヲ
人
ニ
教
示
シ
、

善
ヲ
見
テ
喜
ピ
、
悪
ヲ
見
テ
怒
リ
、
遂
ニ
人
ノ
胸
裡
ニ
正
義
ノ
心
術
ヲ
生

(
お
)

誕
セ
シ
ム
ル
」
「
道
義
感
情
」
が
人
間
に
は
あ
る
。
「
道
義
感
情
」
と
は
「
全

(
幻
)

社
会
ノ
幸
福
ニ
必
要
ナ
ル
正
言
方
行
ヲ
人
ニ
勧
ム
ル
官
能
」
で
あ
る
。
み

な
が
こ
の
感
情
に
従
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
「
最
上

(
お
)

ノ
社
会
」
に
達
す
る
と
い
う
の
が
か
れ
の
社
会
観
で
あ
っ
た
。

資

『
社
会
平
権
論
』
は
、
「
道
義
感
情
主
義
」
の
立
場
か
ら
み
た
ベ
ン
サ
ム

の
「
便
宜
主
義
」
に
対
す
る
批
判
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
便

宜
主
義
」
は
政
府
を
永
久
に
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、

政
府
と
は
「
丈
明
ノ
段
階
ヲ
表
セ
ル
標
旗
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
万
世
必
須
ノ
者
」
で
は
な
い
、
「
悪
逆
ノ
民
」
に
は
必
要
で
あ
っ
て
も

(

明

日

)

「
善
良
ノ
人
」
に
は
無
用
な
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
山
下
重
一
氏
は

こ
の
本
が
自
由
民
権
論
者
に
歓
迎
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
個
々
人
の

「
同
等
自
由
ノ
法
則
』
を
「
天
意
』
と
『
道
義
感
情
』
に
訴
え
て
強
調
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徹
底
し
た
必
要
悪
国
家
観
を
提
示
し
た
こ
と
が
、
着
々

と
中
央
集
権
体
制
を
創
造
し
つ
つ
あ
っ
た
明
治
政
府
に
対
す
る
強
力
な
批

(
初
)

判
の
武
器
と
見
倣
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
「
ベ

ン
サ
ム
や
ミ
ル
の
『
便
宜
哲
学
』
に
不
満
で
あ
っ
た
自
由
民
権
論
者
た

(
引
)

ち
」
に
も
「
道
義
感
情
」
に
基
づ
く
ス
ペ
ン
サ
l
の
理
論
が
受
け
入
れ
ら

れ
た
理
由
を
分
析
し
て
い
る
。
徹
底
し
た
自
由
放
任
は
そ
れ
自
体
で
は
自

由
民
権
論
者
の
支
持
を
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
道
義
感
情
」
の

媒
介
に
よ
っ
て
か
れ
ら
の
共
感
を
呼
び
覚
ま
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
由
民
権
論
者
た
ち
が
注
目
し
た
の
は
、
ス
ペ
ン
サ
l
理

論
の
自
由
や
権
利
に
関
す
る
部
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
同
時

に
結
果
的
に
は
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
進
化
論
も
受
容
し
て
い
る
。

前
述
の
加
藤
弘
之
が
「
人
権
新
説
」
で
著
し
た
考
え
に
対
し
て
は
、
天
賦

人
権
論
者
か
ら
の
強
い
批
判
が
起
こ
っ
た
が
、
そ
の
批
判
も
進
化
論
そ
の

も
の
ま
で
批
判
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

馬
場
辰
猪
は
「
天
賦
人
権
論
」
で
加
藤
弘
之
の
「
人
権
新
説
」
を
批
判

す
る
際
、
天
賦
人
権
説
が
決
し
て
進
化
主
義
と
一
致
し
な
い
も
の
で
は
な

(
辺
)

い
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
し
、
ま
た
ス
ペ
ン
サ
l
の
社
会
有
機
体
論
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
国
家
有
機
体
説
を
採
っ
て
い

た
加
藤
に
近
い
国
家
観
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
植
木
校
盛
も
加
藤
を
批
判

し
た
「
天
賦
人
権
弁
」
の
な
か
で
、
「
植
物
」
の
よ
う
に
漸
進
的
に
進
歩

す
べ
き
と
い
う
加
藤
の
論
に
批
判
を
加
え
る
も
の
の
、
進
化
論
そ
の
も
の

北j去54(6・178)2190
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は
受
け
入
れ
た
上
で
、
ス
ペ
ン
サ
l
の
「
夫
レ
社
会
ノ
真
理
ニ
到
達
ス
ル

ノ
道
ハ
之
ヲ
組
織
ス
ル
所
ノ
一
個
人
ノ
性
質
ヲ
吟
味
ス
ル
ノ
外
一
モ
ア
ル

(
お
)

コ
ト
ナ
シ
」
と
い
う
説
に
依
拠
し
た
人
権
論
を
展
開
し
て
い
る
。

さ
ら
に
進
化
の
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
天
賦
人
権
論
批
判
に
対
す
る
再

批
判
の
過
程
で
の
み
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ

で
も
い
る
。
な
か
で
も
日
本
で
は
「
東
洋
の
ル
ソ
l
」
の
異
名
を
と
っ
た

中
江
兆
民
が
『
三
酔
人
経
倫
問
答
』
に
お
い
て
ダ
l
ウ
ィ
ン
ら
の
考
え
方

を
引
用
し
、
君
主
専
断
制
か
ら
立
憲
君
主
制
、
さ
ら
に
民
主
制
へ
と
進
む

(M) 

政
治
的
進
化
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
民
権
論
者
、
人
権
論
者
の
議
論
に
お
け
る
進
化
論
の
受
容

に
は
ス
ペ
ン
サ
l
思
想
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
文
明
開
化
期
の
思

想
の
共
通
基
盤
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
明
開
化
は
野
蛮
か

ら
文
明
へ
と
い
う
進
歩
史
観
の
下
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
進
化
論
」

と
は
い
わ
な
く
と
も
進
歩
主
義
的
な
思
想
は
、
福
沢
諭
吉
を
は
じ
め
、
当

時
の
「
進
歩
的
」
な
知
識
人
の
共
通
の
土
台
で
あ
っ
た
。
進
化
論
は
こ
う

し
た
土
壌
の
下
で
日
本
で
は
、
西
洋
社
会
に
お
い
て
以
上
に
、
人
権
論
者

に
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
中
国
に
お
け
る
受
容

中
国
に
進
化
論
が
入
っ
た
の
は
日
清
戦
争
後
の
こ
と
で
、
イ
ギ
リ
ス
に

学
ん
だ
厳
復
が
ハ
ッ
ク
ス
リ
の
開
〈
。

-
E
g
g
a
目
E
g
を
翻
訳
し
た
「
天

(
お
)

演
論
』
(
)
八
九
八
年
)
が
そ
の
最
初
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
正
確
に
は

「
天
演
論
』
以
前
に
厳
復
は
一
八
九
五
年
の
「
原
強
」
で
進
化
論
に
触
れ

て
お
り
、
ま
た
一
八
八
三
年
の
丁
建
良
(
玄
皇
居
)
の
「
西
学
考
略
』
に

(
お
)

も
紹
介
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
天
演
論
』
が
広
く
中
国
に
社
会

進
化
論
を
知
ら
し
め
る
最
初
の
著
書
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

日
清
戦
争
の
結
果
、
中
国
は
最
後
の
朝
貢
園
、
朝
鮮
の
宗
主
権
を
放
棄

し
、
朝
貢
体
制
は
山
崩
壊
し
た
。
日
清
戦
争
は
「
中
国
人
の
世
界
像
転
換
の

(
幻
)

最
終
幕
L

を
用
意
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
に
新

し
い
世
界
観
が
否
応
な
く
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
厳
復
の
「
天
演

論
」
の
翻
訳
は
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
あ
た
る
。

自
ら
英
国
で
学
ん
だ
厳
復
の
書
い
た
『
天
演
論
』
は
単
な
る
翻
訳
に
終

わ
ら
ず
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
の
原
文
に
関
連
し
て
解
説
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ

ト
ン
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
や
ロ
ッ
ク

(
Z
Z
F
}
n
-
a
)
、
ヒ
ュ

l

ム
(
0
2
a
Z巴
Em)
、
デ
カ
ル
ト

(mg品

0
2
2
5
m
)
ら
の
学
説
を
も
紹

介
し
て
載
せ
て
お
り
、
特
に
ス
ペ
ン
サ

l
に
つ
い
て
詳
し
く
書
か
れ
て
い

た
。
厳
復
は
の
ち
に
ス
ペ
ン
サ
!
の
〉
印
宮
内
々
え
∞
2
5
Z哩
を
も
『
群

(
お
)

学
第
言
』
と
し
て
訳
出
し
て
い
る
が
、
『
天
演
論
』
の
解
説
を
見
て
も
、

厳
復
自
身
は
元
々
、
ハ
ッ
ク
ス
リ
よ
り
も
ス
ペ
ン
サ

l
の
理
論
に
共
鳴
し
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平十

て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

厳
復
の
中
国
に
お
け
る
意
義
は
、
「
中
体
西
用
」
で
は
な
く
進
化
論
を

普
通
的
な
理
論
と
し
て
中
国
に
も
導
入
し
よ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
。
『
天

演
論
』
翻
訳
の
自
序
の
な
か
で
、
か
れ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
が
「
天
演
」

(
H

n〈。

zzg)
を
「
翁
ま
り
て
以
っ
て
質
を
合
し
、
砕
き
て
以
っ
て
力
を

出
だ
す
。
始
め
簡
易
に
し
て
終
り
雑
株
な
り
」
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
を

挙
げ
、
こ
れ
は
『
易
』
の
な
か
に
見
ら
れ
る
考
え
方
と
よ
く
呼
応
し
て
い

る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
続
け
て
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
か
か

る
点
に
も
と
づ
い
て
、
い
つ
で
も
、
か
の
国
で
発
明
さ
れ
た
も
の
は
、
す

べ
て
中
国
に
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
い
、
極
端
な
の
は
、
そ
の
学
問

は
み
な
東
か
ら
渡
っ
た
も
の
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
ん
ど
は
、

事
実
に
は
無
関
係
に
、
ま
さ
に
自
分
じ
し
ん
を
愚
昧
に
す
る
説
と
な
る
。

そ
も
そ
も
古
人
が
そ
の
端
緒
を
聞
い
た
の
に
、
後
世
の
人
が
そ
れ
を
完
成

で
き
ず
、
古
人
が
そ
の
大
要
を
示
し
た
の
に
、
後
世
の
人
が
そ
の
精
密
な

議
論
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
学
術
を
も
た
な
い
未
開
の
民
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
と
、
古
書
に
し
が
み
つ
き
、
ま
た
西
学
は
形
而
下
の
こ

と
が
ら
、
功
利
的
な
部
分
で
し
か
優
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
者
た
ち
を
批

(
ぬ
)

判
し
て
い
る
。

資

当
時
の
国
家
状
況
の
な
か
で
、
有
機
体
の
部
分
で
あ
る
個
人
の
自
由
平

等
は
全
体
と
し
て
の
国
家
の
富
強
手
段
で
あ
る
と
い
う
の
が
厳
復
の
考
え

(
刊
)

で
あ
り
、
か
れ
の
ス
ペ
ン
サ
l
理
解
で
あ
っ
た
。

一
方
、
同
じ
く
近
代
化
を
指
向
し
な
が
ら
も
、
翻
訳
を
も
っ
て
直
接
に

進
化
論
を
導
入
し
た
厳
復
と
は
全
く
反
対
の
立
場
に
立
つ
の
が
康
有
為
で

あ
る
。
か
れ
は
儒
教
教
育
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
が

で
き
ず
に
閉
じ
こ
も
っ
て
思
索
に
ふ
け
り
西
洋
の
自
然
科
学
に
も
目
を
向

け
る
こ
と
で
新
し
い
儒
教
解
釈
を
聞
い
た
。
そ
の
解
釈
に
影
響
を
与
え
た

の
は
公
羊
学
で
あ
っ
た
。
一
八
九
七
年
の
著
作
「
孔
子
改
制
考
」
で
、
康

有
為
は
、
「
春
秋
公
羊
伝
」
を
通
じ
て
孔
子
が
「
据
乱
」
か
ら
「
升
平
」

へ
「
升
平
」
か
ら
「
太
平
」
へ
と
移
る
歴
史
的
変
革
の
大
義
を
伝
え
た
と

し
て
、
孔
子
の
名
の
下
に
改
革
を
正
当
化
し
て
、
政
体
も
君
主
制
か
ら
民

主
制
へ
と
変
遷
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
同
時
に
、
自
由
・
平
等
・

(
引
)

博
愛
が
「
聖
人
の
道
」
の
本
旨
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
か
れ
の

「
三
世
進
化
説
」
「
大
同
論
」
は
公
羊
学
と
西
洋
の
進
化
論
思
想
を
融
合

(
位
)

さ
せ
た
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
著
作
で
は
あ
く
ま
で

孔
子
の
著
作
の
真
偽
解
釈
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
康
有
為
の

主
張
は
戊
戊
変
法
に
生
か
さ
れ
た
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
か
な
り
強
引

な
解
釈
手
法
の
問
題
も
あ
り
、
必
ず
し
も
支
持
者
は
多
く
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
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進
化
思
想
は
む
し
ろ
、
康
有
為
の
弟
子
、
梁
啓
超
に
お
い
て
新
た
な
発

展
を
見
た
。
梁
啓
超
は
戊
成
変
法
に
失
敗
し
て
康
有
為
同
様
、

一
八
九
八



年
に
日
本
に
亡
命
し
、
そ
こ
で
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
新
し
い
思
想
を
開
花

さ
せ
た
。
そ
し
て
唱
え
た
の
が
「
民
権
救
国
」
論
で
あ
る
。
土
屋
英
雄
氏

は
、
亡
命
後
の
梁
啓
超
の
理
論
を
「
民
権
救
国
」
期
と
「
国
権
救
国
」
期

に
分
け
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
に
従
え
ば
、
「
民
権
救
国
」
期
の
理
論
の

基
礎
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
は
日
本
で
学
ん
だ
ル
ソ

l
、
ミ
ル
、
ス
ペ
ン

サ
i
、
ィ
ェ

l
リ
ン
グ

(mEO弓
gロ
忌
包
括
)
ら
の
理
論
で
あ
り
、
「
国

権
救
国
」
期
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
で
あ
っ

(
幻
)

た。
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か
れ
の
「
民
権
救
国
」
の
考
え
方
に
は
天
賦
人
権
的
な
発
想
も
示
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
主
た
る
論
点
は
、
「
民
が
無
く
て
な
ん
で
国
が
あ
ろ
う
。

国
が
無
く
て
な
ん
で
民
が
あ
ろ
う
。
民
と
国
は
一
に
し
て
二
、
二
に
し
て

一
で
あ
る
」
、
「
国
が
亡
く
な
れ
ば
人
権
も
無
く
な
る
」
、
「
民
権
が
興
れ
ば

(
似
)

国
権
も
立
ち
、
民
権
が
滅
す
れ
ば
国
権
も
亡
ぶ
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

か
れ
は
イ
ェ

i
リ
ン
グ
の
『
権
利
の
た
め
の
闘
争
』
を
引
用
し
て
国
民
の

自
存
を
促
し
て
お
り
、
国
民
の
覚
醒
に
基
づ
く
国
家
の
自
立
、
す
な
わ
ち

(
必
)

国
民
国
家
の
確
立
を
目
指
し
て
い
る
。
目
的
は
救
国
で
あ
る
と
い
う
点
で

は
「
民
権
救
国
」
論
に
お
い
て
も
そ
も
そ
も
国
家
に
比
重
を
置
い
た
考
え

方
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
一
九
O
二
三
年
以
降
の
「
国
権
救
国
」

期
に
な
る
と
、
梁
啓
超
は
「
ル
ソ
l
は
一
九
世
紀
の
母
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

は
二
O
世
紀
の
母
」
と
述
べ
て
、
国
家
有
機
体
説
に
立
っ
た
救
国
論
を
展

関
す
る
。
い
わ
く
、
「
わ
が
中
国
が
今
日
、
最
も
欠
け
て
い
て
、
最
も
急

い
で
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
有
機
的
な
統
一
と
有
力
な
秩
序
で
あ
る
。

(
必
)

自
由
、
平
等
は
そ
の
次
で
あ
る
」
。
か
れ
は
『
清
議
報
』
の
第
一
一
口
す
か

ら
三
一
号
ま
で
に
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
を
翻
訳
し
た
「
徳
田
伯
倫
知
理
著
国
家

論
」
を
掲
載
し
、
ま
た
『
政
治
学
小
叢
書
之
一
国
家
学
綱
領
」
も
刊
行

(
灯
)

し
て
い
る
。
梁
啓
超
に
よ
れ
ば
、
中
国
は
有
機
体
以
前
の
「
部
民
」
の
国

で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
そ
し
て
国
際
社
会
が
す
で
に
民
族
主
義
の
時
代

か
ら
民
族
帝
国
主
義
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
以
上
、
文
民
が
野
蛮
を
統
治

す
る
の
は
「
天
演
享
く
べ
き
の
権
利
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
民
族
主
義
に

す
ら
至
っ
て
い
な
い
中
国
は
今
の
状
態
で
は
列
強
に
統
治
さ
れ
る
の
も
当

然
、
こ
れ
を
逃
れ
る
に
は
「
新
民
」
に
よ
り
民
族
主
義
を
実
現
し
、
新
し

い
国
家
建
設
を
行
、
つ
し
か
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
か
れ
の
考
え
方
は
そ
の
後
の
中
国
の
政
治
思
想
家
た
ち
に
大

き
な
影
響
力
を
与
え
、
改
革
、
革
命
の
思
想
的
基
盤
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と

に
な
っ
た
。

四
、
韓
国
に
お
け
る
受
容
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韓
国
に
お
け
る
西
洋
思
想
受
容
の
ル

l
ト
と
し
て
は
、
日
本
と
同
様
、

書
籍
を
通
じ
て
の
受
容
、
お
雇
い
外
国
人
を
通
じ
て
の
受
容
も
考
え
ら
れ



辛↓

る
が
、
最
も
大
き
な
役
割
を
来
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
留
学
生
や
亡

命
者
な
ど
、
自
国
人
が
外
国
に
行
っ
て
学
ん
だ
こ
と
を
通
じ
て
の
受
容
で

あ
る
。
特
に
日
本
へ
の
留
学
生
は
、
一
八
八
一
年
に
紳
士
遊
覧
団
の
随
員

と
し
て
日
本
に
来
た
命
士
口
溶
、
柳
定
秀
、
予
致
問
実
を
は
じ
め
と
し
て
次
第

に
増
加
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
朝
鮮
・
韓
国
の
政
治
社
会
に
多
く

の
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
う
ち
、
食
士
口
溶
の
韓
国
法
思
想
史
の
な
か
で
果
た
し
た
役
割
に
つ

(
特
)

い
て
は
す
で
に
岡
克
彦
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

か
れ
が
福
沢
諭
吉
や
日
本
で
政
治
学
を
講
じ
て
い
た
ラ
l
ト
ゲ
ン
荷
主

E
吾
柏
町
三
か
ら
西
洋
法
思
想
を
受
容
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
命

吉
溶
は
福
沢
に
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
天
賦
人
権
論
を
韓
国
に
導
入
し
た
と

い
う
点
で
韓
国
の
人
権
論
史
上
重
要
な
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
か
れ
も
そ

も
そ
も
一
八
八
一
年
に
日
本
に
来
た
際
、
最
初
に
モ

l
ス
の
講
演
を
聞
い

て
感
銘
を
受
け
、
一
八
八
三
年
に
合
衆
国
視
察
団
の
正
員
と
な
っ
た
と
き

に
は
そ
の
ま
ま
留
学
し
て
モ

I
ス
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ

の
学
ん
だ
慶
磨
義
塾
で
も
当
時
ス
ペ
ン
サ
l
の
理
論
に
つ
い
て
の
講
義
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
福
沢
諭
吉
の
理
論
そ
の
も
の
も
ス
ペ
ン
サ
l
の
影
響

(ω) 

を
受
け
て
い
た
と
い
う
点
で
は
か
れ
に
つ
い
て
も
進
化
論
の
影
響
が
考
え

ら
れ
る
。

資

食
吉
溶
は
「
進
化
」
の
こ
と
ば
こ
そ
使
わ
な
い
も
の
の
、
「
競
争
論
」

で
、
「
大
き
く
は
天
下
国
家
の
事
か
ら
小
さ
く
は
一
身
一
家
の
事
に
至
る

(
印
)

ま
で
こ
と
ご
と
く
皆
競
争
に
よ
っ
て
始
ま
り
進
歩
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

す
る
進
歩
史
観
を
示
す
。
国
に
つ
い
て
は
「
一
国
の
盛
衰
強
弱
は
、
競
争

の
大
小
高
下
に
あ
る
。
も
し
、
一
国
に
競
争
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
、

富
強
を
し
て
文
明
の
境
域
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
の

(
日
)

国
を
保
全
で
き
な
い
」
と
し
て
国
際
社
会
で
の
国
力
の
強
化
の
必
要
を
唱

え
て
い
る
。
ま
た
『
西
遊
見
聞
』
で
も
「
人
世
の
競
励
」
と
い
う
一
文
が

あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
「
競
争
」
で
は
な
く
「
競
励
」
と
あ
る
の
は
岡
氏

に
よ
れ
ば
、
儒
教
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

鄭
福
姫
氏
に
よ
れ
ば
、
進
化
論
は
一
八
七

0
年
代
中
庸
か
ら
中
国
と
日

(
臼
)

本
を
通
じ
て
韓
国
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
初
期
に
は
、
中
国
の
公
羊
学
派

の
思
想
が
開
化
派
の
朴
珪
害
、
呉
慶
錫
、
劉
洪
基
ら
に
受
容
さ
れ
た
。
食

(
臼
)

士
口
一
清
も
か
れ
ら
か
ら
教
え
を
受
け
て
い
る
。
朴
泳
孝
、
金
玉
均
も
そ
う
で

あ
っ
た
。
国
家
の
漸
進
的
な
進
歩
と
い
う
観
点
は
、
ま
ず
は
公
羊
学
か
ら

の
流
れ
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

よ
り
明
白
な
形
で
の
西
洋
流
の
社
会
進
化
論
が
唱
え
ら
れ
る
の
は
、
も

う
少
し
後
に
な
る
。
特
に
米
国
に
学
び
『
独
立
新
聞
』
を
発
行
し
て
個
人

の
自
由
を
重
視
し
た
論
説
を
書
い
た
徐
載
粥
や
ヰ
ア
致
美
の
叙
述
に
、
進
化

(
泊
)

論
の
影
響
が
如
実
に
現
わ
れ
た
。
『
独
立
新
聞
』
で
興
味
深
い
の
は
、
優

勝
劣
敗
が
自
然
の
必
然
と
考
え
ら
れ
る
結
果
、
植
民
地
帝
国
主
義
が
や
む
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を
得
な
い
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
帝
国

主
義
的
な
白
人
支
配
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
が
、
黄
色

人
種
に
よ
る
連
帯
で
あ
っ
た
。
『
独
立
新
聞
』
で
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア
主

義
に
呼
応
す
る
よ
う
な
韓
・
中
・
日
の
ア
ジ
ア
連
帯
主
義
が
唱
え
ら
れ
る

に
至
っ
て
い
る
。

但
し
、
進
化
論
は
、
日
本
が
韓
国
支
配
の
歩
を
進
め
た
一
九
O
五
年
以

降
、
い
わ
ゆ
る
愛
国
啓
蒙
運
動
の
な
か
で
は
日
本
に
対
抗
す
る
国
家
的
自

強
の
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
代
に
韓
国
内
お
よ

び
日
本
の
留
学
生
の
問
で
は
多
く
の
愛
国
啓
蒙
団
体
が
設
立
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
機
関
誌
を
発
行
し
た
。
国
民
の
啓
蒙
を
以
っ
て
国
力
の
強
化
を

図
っ
た
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
な
か
で
は
、
各
学
問
分
野
の
論
説
に
お
い
て
進

化
論
の
影
響
を
受
け
た
内
容
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
翻
訳
書
と
し
て
は
、

加
藤
弘
之
の
『
人
権
新
説
』
や
『
強
者
の
権
利
の
競
争
』
も
一
九

O
八
年

に
出
版
さ
れ
た
。
日
本
の
進
化
論
者
の
一
人
、
市
島
謙
吉
の
『
政
治
原
論
』

の
翻
訳
も
同
じ
く
こ
の
当
時
、
出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
天
賦
人
権

論
や
ブ
ル
ン
チ
ユ
リ
の
理
論
も
引
用
さ
れ
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
〉
=
開
中

ヨ
n-=開
閉
山
富
民
間
「
巾

n
Z
に
つ
い
て
は
一
九
O
六
、
七
年
に
部
分
的
に
翻
訳
が

出
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
翻
訳
や
理
論
紹
介
と
は
異
な
り
、
積
極
的
に
か
れ
ら
の

主
張
に
取
り
込
ま
れ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
、
梁
啓
超
の
論
で
あ
る
。

特
に
愛
国
啓
蒙
雑
誌
の
な
か
の
「
人
生
の
大
罪
悪
は
自
由
を
棄
つ
る
に
在

(

日

)

(

同

)

(

灯

)

り
」
、
「
人
権
は
国
権
の
基
礎
」
、
「
民
是
論
」
と
い
っ
た
人
権
を
扱
っ
た
論

稿
の
な
か
で
の
議
論
が
梁
啓
超
の
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
。
こ
れ
は
先
の
梁
啓
超
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
内
容
に
従
え
ば
、
前
期
梁

啓
超
の
「
民
権
救
国
」
的
な
議
論
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
愛
国
啓
蒙
雑

誌
の
緒
論
で
は
、
進
化
論
は
主
に
人
権
や
民
権
と
結
び
つ
い
た
自
強
の
理

論
と
い
う
側
面
を
有
す
る
。
ま
た
有
機
体
説
も
登
場
す
る
が
、
こ
れ
と
同

じ
文
脈
で
、
個
々
の
国
民
の
愛
国
心
を
覚
醒
し
、
民
族
精
神
を
強
調
す
る

(
関
)

た
め
の
理
論
と
し
て
展
開
さ
れ
、
ま
た
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
促

(ω) 

す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
性
格
が
強
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
う
し

た
か
れ
ら
の
主
張
は
一
九
一

O
年
以
降
に
は
、
植
民
地
下
の
民
族
独
立
運

(ω) 

動
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

五
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
進
化
論
の
機
能

以
上
の
日
本
、
中
国
、
韓
国
の
進
化
論
受
容
形
態
の
概
略
を
み
る
と
、

西
洋
書
籍
を
通
じ
て
の
受
容
の
ほ
か
、
日
本
で
は
西
洋
の
学
者
を
通
じ
て

の
受
容
、
中
国
で
は
西
洋
に
留
学
し
た
者
に
よ
る
受
容
や
公
羊
学
的
理
解

さ
ら
に
日
本
を
通
じ
て
の
間
接
受
容
、
韓
国
で
は
中
国
と
阿
様
の
三
ル
ー

ト
の
ほ
か
、
梁
啓
超
を
通
じ
て
の
受
容
、
と
い
っ
た
多
様
な
受
容
形
態
、
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ト
恥
骨

γ

相
互
の
連
鎖
関
係
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
コ
一
国
に
お
け
る
西

洋
思
想
の
受
容
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
い
て
理
論

が
ど
こ
ま
で
正
確
に
理
解
さ
れ
た
か
を
疑
問
視
す
る
声
も
強
い
。
し
か
し

い
ず
れ
に
せ
よ
、
進
化
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
理
論
は
商
洋
社
会
で

以
上
に
東
ア
ジ
ア
で
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
ち
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
西

洋
諸
国
の
支
配
す
る
国
際
社
会
に
投
げ
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
国
は
、
「
優

勝
劣
敗
」
「
適
者
生
存
」
の
法
則
を
現
実
の
も
の
と
し
て
よ
り
強
く
肌
で

感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
進
化
論
の
受
容
は
、
「
世

界
が
ひ
と
つ
の
も
の
で
ひ
と
つ
の
法
則
性
を
帯
び
て
い
る
」
と
い
う
新
た

な
世
界
観
を
か
れ
ら
に
共
有
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
新
た
な
世
界
観
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
側
面
を
有

し
て
い
る
。

資

第
一
に
は
、
仏
教
や
儒
教
の
思
想
の
な
か
に
あ
っ
た
循
環
史
観
が
淘
汰

さ
れ
、
進
歩
史
観
が
支
配
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
は
、
ス
ペ

ン
サ
l
流
の
進
化
論
の
前
提
と
し
て
現
わ
れ
る
自
由
や
平
等
の
観
念
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
で
、
個
の
覚
醒
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
一

に
は
、
科
学
的
な
法
則
性
が
考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。第

一
に
つ
い
て
い
え
ば
、
進
化
論
に
よ
っ
て
歴
史
を
進
化
(
こ
れ
は
進

歩
な
い
し
発
展
と
い
っ
た
程
度
の
理
解
に
止
ま
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
)

の
過
程
と
み
る
考
え
方
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
単
に
歴
史
観
の
み
な
ら
ず
、

世
界
観
全
体
の
問
題
と
し
て
、
国
家
観
、
倫
理
観
、
道
徳
観
に
も
影
響
を

与
え
た
。
中
国
や
韓
国
の
理
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
進
化
思
想
は
必
ず

し
も
西
洋
思
想
に
の
み
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
羊
学
の
よ
う
な

東
洋
思
想
に
も
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
羊
学
派
の
浬
論
が
省
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
も
そ
も
社
会
状
況
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の

歴
史
観
が
反
省
を
迫
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
世
界
が
ひ
と
つ
の
法
則
性

を
帯
び
て
進
化
し
て
い
る
」
と
す
れ
ば
、
進
化
型
も
ひ
と
つ
に
集
約
さ
れ

る
。
進
化
型
と
し
て
の
西
洋
モ
デ
ル
は
国
家
形
態
の
商
で
も
人
権
論
の
面

で
も
、
普
遍
的
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
時
に
西
洋
の
覇
権
秩
序
に
対
し
て
も
根
本
的
な
批
判
は
生
ま
れ
に
く
い

と
い
う
西
洋
追
随
型
の
発
展
構
造
が
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。

第
二
の
観
点
で
挙
げ
た
自
由
と
平
等
は
、
天
賦
人
権
論
に
結
び
つ
き
、

日
本
で
は
自
由
民
権
運
動
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。

こ
う
し
た
受
容
と
は
反
対
方
向
を
一
不
す
も
の
と
し
て
加
藤
弘
之
の
反
天
賦

人
権
論
、
国
権
中
心
主
義
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
個
」
の
覚
醒
と

い
う
の
は
必
ず
し
も
個
人
の
権
利
の
覚
醒
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
。
そ

れ
ま
で
支
配
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
部
分
が
覚
醒
し
た
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
競
争
に
よ
る
「
強
者
の
権
利
」
の
獲
得
を
重
視
す
る
加
藤

に
と
っ
て
「
権
利
」
は
国
際
社
会
に
お
け
る
「
国
家
の
権
利
」
の
問
題
と
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東アジア文化と近代法(15)

し
て
や
は
り
重
要
な
音
山
味
を
も
っ
て
い
た
。
加
藤
の
理
論
も
、
東
ア
ジ
ア

の
支
配
体
制
の
な
か
で
眠
っ
て
い
た
ネ
l
シ
ヨ
ン
と
い
う
「
個
」
の
覚
醒

で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
自
由
民
権
運
動
と
共
通
の
基
盤
を
有
し
て
い

た
と
い
え
る
。
こ
の
二
つ
の
「
個
」
の
覚
醒
は
中
国
、
韓
国
の
「
救
国
」

論
で
は
よ
り
如
実
に
同
化
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
に
個
人
と
、
不

l

シ
ヨ
ン
を
繋
ぐ
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
有
機
体
概
念
で
あ
る
。
有

機
体
と
し
て
統
一
さ
れ
る
国
民
と
国
家
は
、
と
も
に
「
強
者
の
権
利
」
を

獲
得
す
る
と
い
う
目
的
の
下
に
一
体
と
な
っ
て
競
争
に
臨
む
。
有
機
体
概

念
は
、
東
ア
ジ
ア
三
国
で
は
こ
の
た
め
の
概
念
装
置
と
し
て
の
み
使
わ
れ

た
感
が
強
い
。
ド
イ
ツ
と
比
べ
て
国
家
有
機
体
説
と
国
家
法
人
説
の
区
別

が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
れ
ら
の
国
々
の
理
論
的
特
徴
も
こ
う
し
た
受

容
時
の
状
況
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
の
科
学
的
法
則
性
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
科
学
的
考
察
方
法
の
重

視
は
ア
ジ
ア
の
近
代
化
の
過
程
で
か
な
り
早
く
か
ら
起
こ
っ
て
い
た
。
中

体
西
用
、
東
道
西
器
、
和
魂
洋
才
と
い
っ
た
各
国
の
こ
と
ば
が
生
ま
れ
た

の
も
、
自
然
科
学
分
野
で
の
西
洋
の
先
進
性
が
注
目
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
西
洋
の
学
の

受
容
を
通
じ
て
東
洋
に
お
い
て
も
自
然
科
学
と
精
神
科
学
の
境
界
が
明
白

に
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

進
化
論
の
受
容
は
、
こ
の
自
然
科
学
と
精
神
科
学
の
境
界
を
異
な
る
面
か

ら
再
び
放
逐
す
る
要
素
を
有
し
て
い
た
。
進
化
論
に
お
け
る
自
然
科
学
と

精
神
科
学
の
融
合
な
い
し
混
同
は
、
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
両
者
が
区
分
さ

れ
て
い
た
西
洋
よ
り
は
東
洋
で
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
要
素
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
東
ア
ジ
ア
で
は
、
進
化
論
と
自
然
法

論
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
受
容
さ
れ
た
た
め
、
自
然
法
則
が
容
易
に
自
然
法
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
、
自
然
法
則
と
自
然
法
が
混
同
し
て
理

解
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
天
賦
人
権
思
想
は
西

洋
の
自
然
法
論
の
系
譜
と
は
異
な
る
脆
弱
さ
を
も
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
他
面
で
、
社
会
に
お
け
る
進
化
法
則
の
発
見
と
い
う
課
題
は
、

結
果
的
に
方
法
論
と
し
て
の
歴
史
主
義
と
の
結
合
と
い
う
方
向
性
を
見
出

(
引
)

し
た
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
歴
史
主
義
に
属
す
る
プ
ル
ン
チ
ュ
リ
が
こ
の

時
代
に
好
ま
れ
た
こ
と
は
こ
の
点
に
も
符
合
し
て
い
る
。
日
本
の
加
藤
弘

之
、
有
賀
長
雄
、
穂
積
八
束
の
保
守
的
理
論
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
方
向
性

を
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歴
史
主
義
は
先
の

第
二
点
で
述
べ
た
ネ

l
シ
ヨ
ン
の
覚
醒
と
相
侠
っ
て
民
族
主
義
を
推
し
進

め
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
の
救
国
論
、
韓
国
の
自
強
論
は
こ
の
文
脈
で
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
点
は
、
先
の
天
賦
人
権
思

想
の
脆
弱
性
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
人
権
が
国
権
や
民
族
の
権
利
の
影
に

隠
れ
が
ち
に
な
る
と
い
う
問
題
を
も
生
ぜ
し
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

東
ア
ジ
ア
三
国
の
そ
の
後
の
歴
史
は
、
日
本
に
お
い
て
は
植
民
地
帝
国
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料

主
義
、
中
国
に
お
い
て
は
革
命
運
動
、
韓
国
に
お
い
て
は
独
立
運
動
と
い

う
、
異
な
る
方
向
性
を
生
ん
だ
。
し
か
し
以
上
の
点
を
考
え
る
と
、
こ
の

三
つ
の
方
向
性
は
、
実
は
共
通
の
思
想
基
盤
の
上
に
立
つ
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。

資

斗ハ、

お
わ
り
に

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
「
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
と
リ
l
ジ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
」
と

(
位
)

い
う
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
現
代
的
な
共
通
テ

l
マ
に
も
関
わ
ら
ず
、

進
化
論
と
い
う
極
め
て
時
代
錯
誤
的
な
問
題
を
扱
っ
た
こ
と
に
、
若
干
の

弁
解
を
し
て
お
き
た
い
。

藤
原
帰
一
氏
は
「
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
」
に
つ
い
て
、
「
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
エ
ス
ト
ラ

l
ダ
大
統
領
と
、
日
本
の
小
測
首
相
と
、
イ
ギ
リ
ス
の

ブ
レ
ア
首
相
と
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
、
別
の
場
所
で
、

別
の
案
件
に
つ
き
、
別
の
状
況
の
中
で
、
同
じ
言
葉
を
用
い
て
い
る
」
と

し
て
、
「
グ
ロ

l
バ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
展
段
階
を
指
す

よ
う
な
概
念
よ
り
は
、
地
球
温
暖
化
の
よ
う
な
、
世
界
全
体
を
同
時
に
覆

(
臼
)

う
自
然
現
象
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
進
化
論
の

提
示
し
た
「
進
化
」
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
発
展
段
階

論
に
結
び
つ
く
一
方
で
、
別
の
場
所
の
別
の
状
況
、
別
の
分
野
、
別
の
文

脈
で
、
ほ
ほ
同
時
的
に
語
ら
れ
た
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。
進
化
は
ま
さ

に
自
然
現
象
と
し
て
世
界
全
体
を
覆
う
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
。
こ
の
報
告

で
扱
っ
た
社
会
に
関
す
る
進
化
論
に
限
っ
て
み
て
も
、
日
本
で
は
、
自
由

民
権
運
動
の
原
理
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
同
時
に
、

こ
の
運
動
に
対
立
す
る
加
藤
弘
之
や
明
治
政
府
に
依
っ
て
も
重
要
視
さ
れ
、

異
な
る
文
脈
で
同
時
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
ス
ペ
ン
サ

l
は
異
な
る
社
会
層
の
支
持
を
受
け

た
。
ス
ベ
ン
サ
l
の
熱
烈
な
信
奉
者
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
ラ
フ
カ
デ
イ

オ
・
ハ

l
ン

(EP邑
5
Z
2
5
)
は
ニ
ュ

l
・
オ
リ
ン
ズ
の
新
聞
記
者

と
し
て
ス
ペ
ン
サ

l
の
本
の
書
評
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
か
れ
に
最
初

北法54(6・186)2198

に
ス
ペ
ン
サ
l
の
著
書
を
勧
め
た
の
は
ウ
エ
ス
ト
・
ポ
イ
ン
ト
出
身
の
海

(
刷
出
)

軍
大
尉
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
時
、
東
ア
ジ
ア
で
採
り
上
げ

ら
れ
た
そ
の
他
の
西
洋
思
想
家
と
比
較
し
、
ス
ペ
ン
サ

l
(
-
∞
呂
'
3
0凶)、

ハ
ッ
ク
ス
リ
(
-
∞
ロ
ム
∞
ま
)
ら
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
同
時
代
人
で
あ
っ

た
と
い
う
意
味
で
も
社
会
進
化
論
の
ブ

l
ム
は
東
西
で
同
時
的
に
起
こ
っ

た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

つ
ま
り
地
球
規
模
で
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
一
定
の
出
来
事

が
起
こ
っ
て
い
る
状
態
が
「
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
」
で
あ
り
、
そ
の

状
態
を
前
提
に
そ
れ
を
積
極
的
に
認
知
・
評
価
す
る
見
方
が
「
グ
ロ

l
パ

リ
ズ
ム
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
進
化
論
フ

l
ム
は
「
地
球
規



東アジア文化と近代法(15)

模
で
起
こ
っ
た
出
来
事
」
を
認
知
、
評
価
す
る
方
法
と
し
て
ひ
と
つ
の
理

論
が
機
能
し
得
た
稀
有
な
事
例
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
っ
、
進
化
論
の
東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
け
る
受
容
は
、
単
な
る
近
代
化
あ

る
い
は
新
た
な
世
界
的
覇
権
秩
序
へ
の
統
合
と
し
て
の
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l

シ
ヨ
ン
の
原
初
形
態
を
示
し
て
い
た
と
い
う
の
み
で
は
な
い
要
素
を
有
し

て
い
る
。
そ
れ
は
ス
ペ
ン
サ

l
の
進
化
論
と
そ
の
受
け
入
れ
方
に
お
い
て

生
じ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
ス
ペ
ン
サ
l
理
論
が
国
家
理
念
と
の
関
連
で
果

た
し
た
最
も
重
要
な
役
割
は
、
進
化
論
を
自
由
放
任
と
結
び
つ
け
た
こ
と

に
あ
る
。
進
化
の
法
則
は
自
然
や
社
会
を
す
べ
て
包
括
し
た
万
物
の
法
則

で
あ
る
。
自
由
放
任
は
単
な
る
経
済
政
策
上
の
問
題
で
は
な
く
自
然
の
プ

ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
国
家
は
む
や
み
に
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
に
干
渉

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
ス
ペ
ン
サ
ー

が
東
ア
ジ
ア
三
国
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
、
自
由
放
任
の
な
か
で
生

き
残
る
た
め
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
惹
起
で
あ
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(
釘
)

は
「
近
代
化
に
伴
う
秩
序
意
識
の
形
態
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

近
代
化
を
通
じ
て
世
界
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
上
で
の
副
産
物
で
あ
っ

た
と
も
い
え
る
。
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
相
対
立
す
る

(
山
山
)

よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
実
は
コ
イ
ン
の
裏
表
を
為
す
概
念
で
あ
る
と
い
う

現
代
に
つ
な
が
る
問
題
は
、
す
で
に
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

歴
史
の
流
れ
の
な
か
で
社
会
進
化
論
が
そ
の
影
響
力
を
失
っ
た
の
は
、

共
産
主
義
の
台
頭
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
共
産
主
義
の
衰
弱
と

と
も
に
現
わ
れ
た
現
代
の
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
を
支
え
る
思
想
が
自

由
主
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
に
お
い
て
も
、
再
び
、
個
の
思
想
と
し

て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
は
当
た
り
前
の
現
象
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
適
正
な
共

存
関
係
を
維
持
で
き
た
と
き
に
、
「
歴
史
は
循
環
し
な
い
」
と
い
え
る
の

で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
「
進
化
」
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
、
っ
。

注
(
l
)
山
室
信
一
『
思
想
課
題
と
し
て
の
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
庖
二

0
0

一
年
、
参
照
。

(2)
鈴
木
賢
「
試
論
・
東
ア
ジ
ア
法
系
の
成
立
可
能
性
」
(
国
際
ワ
l

ク
シ
ョ
ッ
プ
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
法
学
の
一
二
世
紀
的
課
題
」

報
告
、
於
一
北
海
道
大
学
、
北
大
法
学
論
集
第
五
三
巻
第
三
号
三

O
八
頁
以
下
に
所
収
)
。

(
3
)
越
替
九
「
憲
法
』
、
金
祥
演
「
憲
法
』
、
食
致
衡
『
憲
法
』
、
朴
勝

彬
『
憲
法
』
の
う
ち
、
前
三
者
の
み
今
日
、
所
在
が
わ
か
っ
て
い

る。

(
4
)
下
出
隼
吉
「
『
社
会
平
権
論
』
解
題
」
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明

治
文
化
全
集
』
第
四
版
第
二
巻
日
本
評
論
社
一
九
六
九
年
三
七
頁
、

参
照
。
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恥干

(
5
)
進
化
論
は
綿
密
に
い
え
ば
、
生
物
学
的
進
化
論
、
社
会
ダ
|
ウ
イ

ニ
ズ
ム
、
社
会
進
化
論
、
等
、
区
別
し
て
用
い
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
が
、
こ
こ
で
は
の
ち
に
言
及
す
る
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
三
国
(
H

中
国
、
韓
国
、
日
本
)
が
こ
れ
ら
を
綿
密
に
区
別
す
る
こ
と
な
く

受
容
し
た
の
に
従
い
、
進
化
論
と
し
て
総
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
6
)
エ
ド
ワ
ル
ド
・
エ
ス
・
モ
ー
ル
ス
口
述
、
石
川
千
代
松
筆
記
「
動

物
進
化
論
」
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集
』
第
二
七
巻

日
本
評
論
社
一
九
六
七
年
三
一
九
頁
以
下
。
口
述
筆
記
さ
れ
た
い

き
さ
つ
に
つ
い
て
は
冒
頭
の
石
川
千
代
松
「
例
一
言
」
同
三
二
二
良

お
よ
び
高
市
慶
雄
の
「
動
物
進
化
論
」
に
つ
い
て
の
「
解
題
」
同

二
七
頁
、
参
照
。

(
7
)
か
れ
は
大
学
以
外
で
も
「
東
大
開
講
前
に
公
務
員
や
高
等
の
学

生
を
対
象
に
毎
日
曜
日
ス
ペ
ン
サ
l
哲
学
の
講
義
を
し
た
」
と
い

わ
れ
て
い
る
(
フ
ェ
ノ
ロ
サ
「
政
治
学
講
義
」
松
本
三
之
介
・
山

室
信
一
校
注
『
学
問
と
知
識
人
』
岩
波
書
庖
一
九
八
八
年
三
四
四

頁
、
参
照
)
。

(
8
)
山
下
重
一
『
ス
ペ
ン
サ
!
と
日
本
近
代
』
御
茶
の
水
書
房
一
九

八
三
年
一
二
七
頁
以
下
。

(
9
)
フ
ェ
ノ
ロ
サ
前
掲
「
政
治
学
講
義
」
三
四
五
頁
。

(
叩
)
山
泉
進
「
社
会
進
化
論
か
ら
国
家
学
へ
の
変
進
〈
有
賀
長
雄
〉
(
一

八
六
O

一
九
一
一
一
)
」
峰
島
旭
雄
編
『
近
代
日
本
思
想
史
の
群
像

|
早
稲
田
と
そ
の
周
辺
l
』
北
樹
出
版
一
九
九
七
年
六
五
頁
、
参

n固
い
目
。

資

(
日
)
山
泉
前
掲
「
社
会
進
化
論
か
ら
国
家
学
へ
の
変
進
〈
有
賀
長
雄
〉

(
一
八
六
O

一
九
一
二
)
」
八
五
頁
。

(
ロ
)
有
賀
長
雄
「
国
家
学
』
牧
野
書
房
一
八
八
九
年
五
二
頁
以
下
。

(
日
)
有
賀
前
掲
『
国
家
学
』
二
頁
以
下
。

(
は
)
有
賀
前
掲
『
国
家
学
』
六
二
頁
以
下
。

(
日
)
有
賀
前
掲
「
国
家
学
』
七
四
頁
。

(
団
)
加
藤
弘
之
「
人
権
新
説
」
植
手
通
有
編
『
日
本
の
名
著
』
三
四

巻
中
央
公
論
社
一
九
八
四
年
四
二
二
頁
。

(
口
)
加
藤
前
掲
「
人
権
新
説
」
四
三
八
頁
。

(
凶
)
加
藤
前
掲
「
人
権
新
説
」
四
六
二
頁
。

(
ゆ
)
加
藤
前
掲
「
人
権
新
説
」
四
六
O
頁。

(
却
)
加
藤
前
掲
「
人
権
新
説
」
四
六
二
頁
。

(
幻
)
中
村
雄
二
郎
「
加
藤
弘
之
の
制
度
観
と
自
然
観
(
一
)
|
家
族

国
家
思
想
形
成
と
の
関
係
に
お
い
て
1

」
同
『
近
代
日
本
に
お
け

る
制
度
と
思
想
」
未
来
社
一
九
六
七
年
一
八
三
頁
。

(
辺
)
中
村
前
掲
「
加
藤
弘
之
の
制
度
観
と
自
然
観
(
一

)

l
家
族
国

家
思
想
形
成
と
の
関
係
に
お
い
て
」
一
八
八
頁
。

(
お
)
加
藤
前
掲
「
人
権
新
説
」
四
五
一
頁
。

(M)
∞。
n
E
虫
色
町
田
は
、
今
日
で
は
「
社
会
静
学
」
と
訳
さ
れ
る
の

が
一
般
で
あ
る
(
下
出
前
掲
「
『
社
会
平
権
論
』
解
題
」
三
六
頁
、

参
照
)
。
日
本
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
l
の
受
容
は
ほ
ぼ
一
八
七
七

年
前
後
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
邦
訳
も
こ
の
頃
か
ら
相
次

い
で
出
さ
れ
た
(
山
下
前
掲
『
ス
ペ
ン
サ
!
と
日
本
近
代
』
四
頁
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以
下
、
参
照
)
o

な
か
で
も
一
八
八
一
年
か
ら
一
八
八
三
年
に
か

け
て
出
さ
れ
た
『
社
会
平
権
論
』
は
、
「
明
治
十
三
四
年
と
い
え

ば
、
国
会
開
設
論
や
ら
自
由
民
権
論
や
ら
が
大
い
に
沸
騰
し
か
け

た
と
き
で
あ
る
。
そ
こ
へ
こ
の
『
社
会
平
権
論
』
が
現
わ
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
世
間
が
大
騒
ぎ
し
て
歓
迎
し
た
。
何
よ
り
も
こ
の

平
権
の
二
字
が
有
志
家
の
頭
に
ピ
ッ
タ
リ
と
響
い
た
の
で
あ
る
」

(
山
下
前
掲
「
ス
ペ
ン
サ
!
と
日
本
近
代
』
五
八
頁
、
参
照
。
な

お
同
著
に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
文
は
、
柳
田
泉
「
「
社
会
平
権
論
』

訳
者
・
松
島
剛
」
同
『
明
治
翻
訳
文
学
の
研
究
』
松
柏
館
書
庖
一

九
三
五
年
四
四
O
頁
以
下
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
本
の
所
在
は

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
民
権

運
動
を
理
論
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
、
ス
ペ
ン
サ
l
・

ブ

i
ム
を
引
き
起
こ
し
た
(
松
永
俊
男
『
近
代
進
化
論
の
成
り
立

ち
|
ダ
l
ウ
イ
ン
か
ら
現
代
ま
で
』
創
元
社
一
九
八
八
年
一
五
一

頁
、
参
照
)
。

(
お
)
斯
透
瑛
著
・
松
島
剛
訳
「
社
会
平
権
論
』
第
二
版
文
盛
堂
一
八

八
八
年
二
八
頁
以
下
。

(
お
)
斯
漫
瑛
前
掲
『
社
会
平
権
論
』
三
四
頁
。

(
幻
)
向
。

(
お
)
斯
漫
潰
前
掲
「
社
会
平
権
論
」
六
六
百
円
。

(
却
)
斯
透
現
前
掲
『
社
会
平
権
論
』
二
二
頁
以
下
。

(
初
)
山
下
前
掲
『
ス
ペ
ン
サ
!
と
日
本
近
代
』
六
三
一
頁
。

(
訂
)
山
下
前
掲
『
ス
ペ
ン
サ
!
と
日
本
近
代
」
五
九
頁
。

(
泣
)
馬
場
辰
猪
「
天
賦
人
権
論
」
前
掲
『
明
治
文
化
全
集
』
第
二
巻

四
四
二
頁
以
下
。

(
幻
)
植
木
枝
盛
「
天
賦
人
権
弁
」
前
掲
『
明
治
文
化
全
集
』
第
二
巻

四
七
九
頁
。
な
お
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
加
藤
の
批
判
者
の
な
か

に
は
同
じ
進
化
論
者
の
外
山
正
一
も
い
た
。
長
く
ア
メ
リ
カ
に
学

ん
だ
か
れ
は
、
ス
ペ
ン
サ
l
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
加
藤
が
進
化

論
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
説
い
て
お
り
、
ま
た
加
藤
を

も
っ
て
「
似
て
非
な
る
進
化
主
義
者
流
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
故

に
「
似
て
非
な
る
非
天
賦
人
権
者
流
」
な
の
で
は
な
い
か
と
断
じ

て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
(
外
山
正
一
「
再
び
人
権
新
説
著
者
に

質
し
併
せ
て
ス
ペ
ン
セ
ル
氏
の
為
に
完
を
解
く
」
前
掲
『
明
治
文

化
全
集
』
第
二
巻
四
三
一
頁
以
下
)
。

(
お
)
中
江
兆
民
「
三
酔
人
経
倫
問
答
』
岩
波
文
庫
一
九
八
三
年
。
こ

の
点
に
つ
き
、
岩
崎
允
胤
『
日
本
近
代
思
想
史
序
説
[
明
治
前
期

篇
]
』
上
巻
新
日
本
出
版
社
二
O
O
二
年
三
八
四
頁
以
下
、
参
照
。

(
お
)
小
野
川
秀
美
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』
み
す
ず
書
房
一
九
六
九

年
二
四
九
頁
、
参
照
。

(
お
)
中
村
元
・
山
田
統
編
『
世
界
思
想
教
養
辞
典
日
本
・
東
洋
編
』

第
二
版
東
京
堂
出
版
一
九
六
七
年
三
一
六
七
頁
、
参
照
。

(
幻
)
溝
口
雄
=
一
他
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
東
京
大
学
出
版
会
二

oo--年
一
四
六
頁
。

(
お
)
そ
も
そ
も
、
厳
復
は
最
初
か
ら
ス
ペ
ン
サ
l

「
総
合
哲
学
体
系
』

を
翻
訳
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
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料

ハ
ッ
ク
ス
リ
を
翻
訳
し
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
(
高
田
淳
『
中

国
の
近
代
と
儒
教
』
紀
伊
国
屋
書
庖
一
九
八
一
年
一
四
八
百
円
、
参

昭
…
)
。

(
ぬ
)
厳
復
・
坂
出
祥
伸
訳
「
天
演
論
翻
訳
の
自
序
」
西
順
蔵
・
島
田

度
次
編
訳
『
清
末
民
国
初
政
治
評
論
集
』
(
中
国
古
典
文
学
大
系

第
五
八
巻
)
平
凡
社
一
九
七
一
年
八
四
頁
以
下
。

(
刊
)
高
田
前
掲
『
中
国
の
近
代
と
儒
教
』
一
五
六
頁
、
参
照
。

(
引
)
山
口
一
郎
「
康
有
為
(
一
八
五
八
一
九
二
七
ご
東
京
大
学
中

国
哲
学
研
究
室
編
『
中
国
の
思
想
家
』
下
巻
新
装
版
勤
草
書
房
一

九
八
七
年
七
四
五
頁
、
参
照
。

(
位
)
山
口
前
掲
「
康
有
為
(
一
八
五
八
l

一
九
二
七
ご
七
四
六
頁
以

下
、
参
照
。
な
お
、
康
有
為
と
公
羊
学
の
比
較
分
析
は
竹
内
弘
行

『
中
国
の
儒
教
的
近
代
化
論
』
研
文
出
版
一
九
九
五
年
六
七
頁
以

下
に
詳
し
い
。

(
日
)
土
屋
英
雄
編
『
現
代
中
国
の
人
権
研
究
と
資
料
|
』
信
山
社

一
九
九
六
年
三
七
頁
以
下
、
同
編
『
中
国
の
人
権
と
法
|
歴
史
、

現
在
そ
し
て
展
望
』
明
石
書
庖
一
九
九
八
年
五
三
頁
以
下
、
同
「
梁

啓
超
の
『
西
洋
」
摂
取
と
権
利
・
自
由
論
」
狭
間
直
樹
編
『
共
同

研
究
梁
啓
超
|
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
」
み
す
ず
書

房
一
九
九
九
年
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
参
照
。

(
叫
)
土
屋
編
前
掲
『
中
国
の
人
権
と
法
』
五
回
頁
以
下
、
参
照
。

(
羽
)
こ
の
点
に
つ
き
、
土
屋
編
前
掲
『
中
国
の
人
権
と
法
歴
史
、

現
在
そ
し
て
展
望
』
五
七
頁
以
下
、
参
照
。

資

(
刊
)
土
屋
編
前
掲
『
中
国
の
人
権
と
法
歴
史
、
現
在
そ
し
て
展
望
』

六
=
一
頁
、
参
照
。

(
灯
)
狭
間
直
樹
「
『
新
民
説
』
略
論
」
狭
間
編
前
掲
『
共
同
研
究
梁

啓
超
i
西
洋
近
代
思
想
受
容
と
明
治
日
本
』
八
六
頁
、
参
照
。

(
必
)
岡
克
彦
「
韓
国
近
代
政
治
思
想
と
法
秩
序
の
基
本
構
造
命
士
口

溶
の
「
競
励
原
理
』
に
よ
る
社
会
発
展
へ
の
試
み

i
」
二
0
0
0

年
(
北
海
道
大
学
法
学
博
士
学
位
論
文
)
、
等
。

(
相
)
羽
」
且
「
詞
『
叶
吋
詞
忍
井
喜
斗
号
乃
け
付
一
分
|
子
科
」
叫
E
o
-
E
Z
τ

位。一

豆
|
』
豆
U
2垂
井
じ
警
告
一
九
九
六
年
一
一
一
二
頁
、
参
照
。

(
印
)
五
郎
士
口
溶
「
競
争
論
」
『
食
吉
溶
全
書
W

政
治
経
済
編
』
第
二
版

一
潮
閤
一
九
九
六
年
四
七
頁
。

(
日
)
食
士
口
溶
前
掲
「
競
争
論
」
五
七
頁
。

(
臼
)
忍
尋
詞
前
掲
『
斗
詞
忍
詩
喜
斗
号
、
乃
叶
付
分
|
子
電
叫
可
L
O
F
E

号

A
U
O
一豆
l
』
一

O
四
頁
、
参
照
。

(
日
)
忍
且
「
詞
前
掲
『
斗
剥
刈

U

」
剖
司
事
」
斗
号
、
乃
件
公
|
子
科
』
営
企
E

Z

す

位
。
一
豆
l
』一

O
二
頁
以
下
、
参
照
。

(
山
内
)
忍
尋
詞
前
掲
「
斗
詞
忍
卦
喜
斗
号
、
乃
斗
A
o
i
子剖
U
U
o
吉
一
号

位
。
一
旦
l
』
一
一
五
頁
以
下
、
参
照
。

(
日
)
李
珍
河
「
人
生
斗
大
罪
悪
名
自
由
曇
棄
誹
ロ
什
在
常
」
太
極
学
報

第
五
号
四
六
頁
以
下
。

(
閃
)
警
世
生
「
人
権
会
国
権
司
基
礎
」
大
韓
学
会
月
報
第
四
号
一
七

頁
以
下
。

(
訂
)
岳
商
「
民
目
疋
論
」
大
韓
興
学
報
第
八
号
一
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一
頁
以
下
。
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(
問
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
慎
連
絡
「
号
外
ぺ
外

3
号
司
社
会
進

化
論
受
容
刊
設
を
研
究
1

加
藤
弘
之
、
梁
啓
超
、
申
釆
浩
司

ヰ
サ

o一E一
号
位
。
一
豆
」
一
九
九
O
年
(
ソ
ウ
ル
大
学
大
学
院

外
交
学
科
博
士
学
位
論
文
)
一
六
八
頁
以
下
、
等
、
参
照
。

(
印
)
例
え
ば
、
李
錫
龍
「
我
斗
社
会
司
関
繋
」
西
北
学
会
月
報
第
一

九
号
三
一
頁
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
は
我
の
団
体
で
あ
る
。
我
は
社

会
の
分
子
で
あ
る
。
故
に
我
の
完
全
は
即
ち
社
会
の
完
全
で
あ
る
。

我
の
腐
敗
は
即
ち
社
会
の
腐
敗
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

(
印
)
他
方
で
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
韓
国
の
憲

法
の
教
科
書
が
日
本
の
ド
イ
ツ
学
の
系
譜
を
継
い
で
い
る
こ
と
を

附
言
し
て
お
き
た
い
。
最
初
の
教
科
書
の
う
ち
、
食
致
衡
講
述
『
憲

法
』
は
穂
積
八
束
の
、
金
祥
演
『
憲
法
』
は
副
島
義
一
の
、
金
祥

演
『
国
法
学
』
は
有
賀
長
雄
の
講
義
録
を
元
に
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
山
室
信
一
「
日
本
学
問
の
持
続
と

転
回
」
松
本
・
山
室
校
注
前
掲
『
学
問
と
知
識
人
』
四
九
三
頁
以

下
、
参
照
。

(
位
)
本
論
文
は
、
二
O
O
二
年
一
一
月
上
海
大
学
に
お
け
る
同
テ
i

マ
の
下
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
臼
)
藤
原
帰
一
「
グ
ロ

l
パ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン
と
は
何
か
」
国
分
良
成
・

藤
原
帰
一
・
林
振
江
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
中
国
は
ど
う
な
る

か
』
新
書
館
二
0
0
0
年
七
七
頁
。

(
悦
)
山
下
前
掲
『
ス
ペ
ン
サ
!
と
日
本
近
代
』
四
頁
。

(
日
)
小
熊
英
二
「
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
と
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
国

八
刀
・
藤
原
・
林
振
江
前
掲
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
中
国
は
ど
う
な

る
か
』
二
O
六
頁
。

(
前
)
小
熊
前
掲
「
グ
ロ

l
パ
リ
ズ
ム
と
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
二

一
二
頁
以
下
。
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